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杉
本　

智
俊

二
〇
二
一
年
度
修
士
論
文
要
旨

〔
日
本
史
学
専
攻
〕

日
中
戦
争
期
に
お
け
る
知
識
人
た
ち
の
活
動
と
問
題
意
識

―
昭
和
研
究
会
を
例
に
―

木
島　

詩
織

　

本
論
文
は
、
日
中
戦
争
勃
発
か
ら
太
平
洋
戦
争
突
入
ま
で
の
時
期
の
知

識
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
、
何
を
問
題
と
し
て
研
究
を
し
て
い

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
集

ま
っ
て
研
究
・
議
論
を
し
て
い
た
と
さ
れ
、
近
衛
文
麿
と
の
関
連
で
も
知

ら
れ
る
昭
和
研
究
会
を
対
象
と
し
、
こ
の
研
究
会
内
で
知
識
人
た
ち
が
何

を
考
え
て
活
動
し
て
い
た
か
を
検
討
し
た
。

　

第
一
章
で
は
、
昭
和
研
究
会
に
関
す
る
概
要
を
ま
と
め
た
。
昭
和
研
究

会
と
は
、
昭
和
10
年
に
発
足
し
た
政
策
検
討
・
立
案
を
目
的
と
す
る
研
究

会
で
あ
る
。
会
を
起
ち
上
げ
た
中
心
人
物
で
あ
る
後
藤
隆
之
助
が
近
衛
文

麿
と
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
近
衛
の
ブ
レ
ー
ン
集
団
で
あ
る
と
目
さ

れ
て
い
た
。
創
設
時
に
研
究
会
が
掲
げ
た
目
標
は
、
事
務
局
員
で
あ
っ
た

酒
井
三
郎
や
後
藤
隆
之
助
の
回
想
に
よ
る
と
「
憲
法
の
範
囲
内
で
の
改

革
」「
既
成
政
党
排
撃
」「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
反
対
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
官
僚

や
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
様
々
な
人
物
が
会
議
に
参
加
し
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
な
参
加
者
に
よ
る
戦
後
の
回
想
録
に
よ
り
、
今
ま
で
の
研
究
史

上
で
昭
和
研
究
会
は
、「
自
由
主
義
者
が
多
く
、
戦
争
回
避
を
主
張
す
る

べ
き
立
場
だ
っ
た
の
に
し
な
か
っ
た
」
立
場
の
代
表
例
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。

　

第
二
章
で
は
、
研
究
会
が
研
究
方
針
と
し
て
内
外
に
示
し
て
い
た
大
綱

や
文
書
を
確
認
し
た
。
会
内
に
向
け
た
研
究
大
綱
で
は
、
時
局
に
合
わ
せ

た
議
論
展
開
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
昭
和
13
年
に
な
る
と

日
中
戦
争
の
拡
大
に
伴
っ
て
中
国
と
の
関
係
を
検
討
す
る
計
画
を
た
て
て

お
り
、
そ
の
展
開
が
悪
化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
対
外
関
係
に
対
処
す
る
た

め
の
国
内
改
革
を
検
討
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
主
題
が
移
っ
て
い
っ
た
。

一
方
、
外
に
向
け
た
研
究
方
針
で
は
、
終
始
国
内
改
革
の
必
要
性
を
訴
え

て
い
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
が
全
体
主
義
国
家
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
危

機
感
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
昭
和
12
年
段
階
で
日
本

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
挑
戦
す
る
側
の
国
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
り
、

経
済
統
制
を
進
め
る
べ
き
と
し
て
い
た
り
と
日
中
戦
争
勃
発
当
初
か
ら
少

な
く
と
も
経
済
分
野
に
関
し
て
は
自
由
主
義
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
研

究
方
針
を
掲
げ
て
い
た
。

　

第
三
章
で
は
、
昭
和
研
究
会
が
組
織
し
て
い
た
個
別
の
研
究
会
に
関
し

て
、
残
存
す
る
議
事
録
や
会
合
要
録
を
分
野
別
と
年
代
別
に
分
け
て
ま
と

め
た
。
分
野
別
に
政
治
・
外
交
・
経
済
と
わ
け
て
確
認
す
る
と
、
政
治
や

外
交
の
分
野
で
は
基
本
的
に
日
中
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
を
受
け
て
そ
れ

に
ど
う
対
処
す
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
政
策
提
案
の
研
究
で
は
な
く
、

実
際
に
発
生
し
た
問
題
に
対
し
て
そ
の
解
決
方
法
を
探
る
研
究
を
行
っ
て

い
た
研
究
会
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
経
済
の
分
野

で
は
、
か
な
り
統
制
経
済
に
寄
っ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
ド
イ
ツ
や
ソ
連
の
立
場
を
も
肯
定
す
る
よ
う
な
意
見
も
出
さ
れ
て

お
り
、
多
様
な
意
見
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
研
究
会
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
年
代
別
に
各
分
野
を
横
断
し
て
検
討
す
る
と
、

分
野
の
間
で
大
き
な
差
異
が
生
じ
て
い
た
も
の
は
政
治
分
野
と
経
済
分
野

の
間
で
の
統
制
に
対
す
る
考
え
方
と
い
う
点
で
あ
る
。
全
体
主
義
に
は
肯

定
的
な
立
場
で
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
共
通
し
て
い
た
が
、
ソ
連
の
計
画
経

済
ま
で
許
容
し
て
い
る
の
は
対
中
国
経
済
分
野
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
経

済
的
な
課
題
が
研
究
会
の
中
で
切
迫
し
た
課
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
示
す
。
よ
っ
て
経
済
的
な
現
実
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に

政
治
分
野
の
研
究
会
で
日
本
の
立
場
の
意
味
づ
け
を
す
る
と
い
う
流
れ
で

の
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

以
上
の
史
料
内
容
と
考
察
か
ら
、
昭
和
研
究
会
は
先
行
研
究
で
の
位
置

づ
け
ほ
ど
全
体
主
義
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
そ
こ
ま
で
の
嫌
悪
感
を
抱

い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
政
策
を
推
進
す
る
強
い
主

体
性
を
も
っ
た
研
究
会
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
た
。
彼
ら
の
問

題
意
識
は
あ
く
ま
で
国
内
に
向
い
て
お
り
、
対
外
戦
争
を
ど
う
回
避
す
る

か
と
い
う
点
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

今
後
は
研
究
会
に
実
際
参
加
し
て
い
た
個
人
が
特
定
で
き
る
よ
う
な
史
料

が
補
完
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ま
た
、
農
業
や
教
育
、
国
内

経
済
分
野
な
ど
よ
り
分
析
対
象
を
広
げ
て
い
く
こ
と
で
よ
り
緻
密
な
部
分

を
検
討
で
き
れ
ば
、
当
時
の
知
識
人
像
を
よ
り
鮮
明
に
描
く
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
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倉
敷
紡
績
株
式
会
社
の
労
務
管
理

―
職
工
村
構
想
を
中
心
と
し
て
―

細
田　

圭
佑

　

本
稿
は
、
倉
敷
紡
績
株
式
会
社
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
労
務
管
理
の
中

で
も
特
に
、
倉
敷
紡
績
万
寿
工
場
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
も
の
に
焦
点
を

当
て
、
倉
敷
紡
績
の
労
務
管
理
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
紡
績
業

界
で
は
、
武
藤
山
治
や
和
田
豊
治
の
よ
う
な
卓
越
し
た
経
営
者
に
よ
っ
て

数
々
の
労
務
管
理
が
行
わ
れ
、
紡
績
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
倉
敷
紡
績
二
代
目
社
長
の
大
原
孫
三
郎
も
そ
の

よ
う
な
卓
越
し
た
経
営
者
の
一
人
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
大

原
の
倉
敷
紡
績
に
お
け
る
労
務
管
理
に
つ
い
て
彼
の
持
つ
博
愛
的
な
思
想

や
信
仰
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
思
想
に
そ
の
要
因
が
あ
る
と
し
て
、
慈

善
事
業
的
な
要
素
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
大

原
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
労
務
管
理
の
実
施
に
与
え
た
影
響
を
認
め
つ
つ

も
、
大
原
の
実
施
し
た
労
務
管
理
に
つ
い
て
紡
績
業
界
全
体
の
傾
向
や
倉

敷
紡
績
の
経
営
上
の
問
題
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
し
て
考
察
を
行
っ
て

い
く
こ
と
と
し
た
。

　

第
一
章
で
は
、
始
祖
三
紡
績
や
政
府
の
十
基
紡
の
創
設
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
紡
績
業
奨
励
策
に
端
を
発
す
る
日
本
の
紡
績
業
が
ど
の
よ
う
に
発

展
し
て
い
っ
た
の
か
、
明
治
三
〇
年
以
降
の
操
業
短
縮
の
実
施
や
紡
績
合

同
論
の
台
頭
等
の
影
響
を
受
け
、
合
併
、
設
備
投
資
が
高
い
頻
度
で
行
わ

れ
た
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
倉
敷
紡
績
は
明
治

二
一
年
に
創
立
さ
れ
た
が
、
後
に
十
大
紡
と
し
て
肩
を
並
べ
る
こ
と
に
な

る
鐘
淵
紡
績
や
富
士
紡
績
な
ど
と
比
べ
、
小
規
模
な
設
備
で
の
創
業
と
な

っ
た
。
明
治
三
〇
年
代
に
な
っ
て
も
そ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
が
、

明
治
三
九
年
に
大
原
が
二
代
目
社
長
に
就
任
す
る
と
こ
の
傾
向
は
一
変
す

る
。
大
原
は
他
社
の
買
収
や
設
備
投
資
な
ど
を
積
極
的
に
行
い
、
倉
敷
紡

績
は
大
正
期
の
中
頃
に
は
業
界
内
六
番
目
の
経
営
規
模
を
誇
る
な
ど
、
大

紡
績
会
社
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
原
孫
三
郎
社
長
期

の
積
極
的
な
経
営
展
開
が
倉
敷
紡
績
発
展
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
間
違
い
な
く
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
章
で
は
、
大
原
の
行
っ
た
積
極
的
な
経
営
展
開
を
詳
し
く
検
討
す

る
た
め
に
倉
敷
紡
績
の
営
業
報
告
書
を
用
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
上
述
の

よ
う
に
倉
敷
紡
績
の
発
展
は
大
原
の
積
極
的
な
経
営
展
開
に
よ
る
部
分
が

大
き
い
と
い
え
る
。
営
業
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
四
年
か
ら
大
正
五

年
ま
で
自
身
の
資
金
調
達
能
力
を
超
え
た
設
備
投
資
が
行
わ
れ
、
安
定
性

に
欠
け
る
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
間
に
建
設
さ

れ
た
の
が
万
寿
工
場
で
あ
る
。
万
寿
工
場
は
大
規
模
工
場
と
し
て
建
設
さ

れ
、
以
後
第
二
工
場
、
第
三
工
場
と
増
設
を
繰
り
返
し
、
倉
敷
紡
績
の
主

力
工
場
と
し
て
そ
の
発
展
を
支
え
た
。
万
寿
工
場
建
設
以
降
倉
敷
紡
績
の

経
営
が
安
定
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
万
寿
工
場
の
建
設
、
そ
し
て
そ
こ

で
行
わ
れ
た
労
務
管
理
が
倉
敷
紡
績
の
発
展
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
章
で
は
、
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
所
蔵
の
『
倉
敷
紡
績
株
式
会
社
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万
寿
第
二
工
場
経
理
課
参
考
資
料
』
を
用
い
て
倉
敷
紡
績
万
寿
工
場
の
就

業
状
況
、
労
務
管
理
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
ず
就
業
状
況
で
あ
る
が
、
倉

敷
紡
績
万
寿
第
一
工
場
、
第
二
工
場
と
も
勤
続
年
数
の
長
い
男
子
の
比
率

が
高
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
労
務
管
理
に
つ
い
て
は
、
年
功
加
給
金
制
度

や
退
職
金
制
度
、
巡
回
食
卓
や
家
事
研
究
生
特
待
制
度
が
実
施
さ
れ
、
こ

れ
ら
は
長
期
勤
続
者
を
優
遇
す
る
こ
と
で
職
工
の
長
期
勤
続
化
を
図
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
労
務
管
理
は
他
紡
績
会
社
で
も
実
施
さ
れ
て

お
り
、
大
原
も
紡
績
業
界
全
体
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
職
工
の
長
期
勤
続

化
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
万
寿
工
場
に
お
い
て

実
施
さ
れ
た
労
務
管
理
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
原
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
だ
け
で
は
な
く
経
営
的
な
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

第
四
章
で
は
、
紡
績
業
に
お
け
る
職
工
住
居
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、

上
述
の
『
倉
敷
紡
績
株
式
会
社
万
寿
第
二
工
場
経
理
課
参
考
資
料
』、
法

政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
の
『
労
働
事
情
研
究
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
』
を
用
い
て
倉
敷
紡
績
万
寿
工
場
の
労
務
管
理
の
一
環
と
し
て
採
用
さ

れ
、
他
に
類
例
を
見
な
い
施
策
で
あ
っ
た
社
宅
通
勤
主
義
と
職
工
村
構
想

に
つ
い
て
論
じ
た
。
多
く
の
先
行
研
究
は
、
大
原
の
行
っ
た
社
宅
通
勤
主

義
の
実
施
と
職
工
村
構
想
に
つ
い
て
失
敗
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
施
策
が
労
働
力
確
保
や
生
産
品
の
品
質
向
上
と
い
う

面
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
、
大
原
が
行
っ
た
倉
敷
紡
績
で
の
労
務
管
理
は
経

営
的
な
側
面
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
行
わ
れ
た
労
務
管
理

は
先
行
研
究
で
失
敗
し
た
と
評
さ
れ
る
社
宅
通
勤
主
義
、
職
工
村
構
想
を

含
め
、
経
営
上
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
倉
敷
労
働
科
学
研
究
所
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
等
の
諸
機
関
が
倉

敷
紡
績
の
労
務
管
理
に
与
え
た
影
響
や
倉
敷
紡
績
の
他
工
場
に
お
い
て
行

わ
れ
た
労
務
管
理
、
労
務
管
理
の
実
施
が
倉
敷
紡
績
の
職
工
募
集
上
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
等
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

部
分
が
多
か
っ
た
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
東
洋
史
学
専
攻
〕

　

本
論
文
で
は
一
六
世
紀
初
頭
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
イ
ン
ド
西
岸
、
さ

ら
に
イ
ン
ド
以
東
を
旅
し
た
と
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
人
旅
行
家
の
ル
ド
ヴ

ィ
ー
コ
・
デ
ィ
・
ヴ
ァ
ル
テ
ー
マ
の
旅
行
記
に
基
づ
い
て
、
当
時
の
都
市

と
住
民
生
活
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
ヴ
ァ
ル
テ
ー
マ
に
関
す
る
研
究
と
し

て
は
一
九
世
紀
後
半
の
バ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
訳
注
と
解
説
が
未
だ
重
要
で
あ

る
が
、
そ
の
成
果
は
史
料
の
翻
訳
が
中
心
で
あ
り
、
記
述
内
容
の
解
釈
に

不
十
分
な
点
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
ヴ
ァ
ル
テ
ー
マ

の
旅
行
記
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
る
程
度
行
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は

各
地
域
の
限
定
的
な
テ
ー
マ
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
旅
行
記
の
全

体
を
対
象
と
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
彼
の
旅

一
六
世
紀
初
頭
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
・

イ
ン
ド
西
海
岸
の
都
市
と
住
民
生
活

―
ヴ
ァ
ル
テ
ー
マ
の
旅
行
記
に
基
づ
く
考
察
―

福
田　

賢
太
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行
記
を
、
同
地
域
を
旅
し
た
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
や
、
同
時
代
に
当

該
地
域
を
訪
れ
た
ト
メ
・
ピ
レ
ス
、
ド
ゥ
ア
ル
テ
・
バ
ル
ボ
サ
ら
の
記
録

と
比
較
し
な
が
ら
全
体
的
な
検
討
を
試
み
た
。

　

第
一
章
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
・
ペ
ル
シ
ア
地
域
の
記
述
に
つ
い
て
扱

っ
た
。
そ
こ
で
の
記
述
は
人
々
の
生
活
実
態
の
み
な
ら
ず
、
巡
礼
路
の
様

子
や
彼
の
体
験
し
た
出
来
事
が
記
さ
れ
て
お
り
、
他
の
旅
行
者
の
記
述
と

の
共
通
点
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
第
二
章
で
は
、
イ
ン
ド
西

岸
か
ら
イ
ン
ド
以
東
の
マ
レ
ー
半
島
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
海
域
に
至
る
地
域

に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
こ
で
は
第
一
章
と
同
様
に
、

人
々
の
生
活
に
関
す
る
具
体
的
情
報
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
洋
海
域
の
特

徴
と
も
い
え
る
商
業
取
引
の
実
状
に
つ
い
て
の
記
述
が
目
立
っ
た
。
他
方
、

彼
自
身
の
体
験
に
つ
い
て
の
記
述
は
減
少
傾
向
を
示
し
、
ま
た
一
部
明
ら

か
な
誤
り
と
思
わ
れ
る
記
述
も
見
ら
れ
た
。
第
三
章
で
は
、
ダ
マ
ス
ク
ス

と
聖
地
メ
ッ
カ
に
関
す
る
詳
述
に
焦
点
を
当
て
、
都
市
の
様
相
や
住
民
生

活
，
モ
ス
ク
の
実
状
な
ど
に
つ
い
て
仔
細
に
検
討
し
た
。
特
に
メ
ッ
カ
に

つ
い
て
は
、
一
部
の
誤
認
は
見
ら
れ
る
も
の
の
巡
礼
の
儀
礼
に
関
す
る
詳

細
な
記
述
が
見
ら
れ
、
イ
ブ
ン
・
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
の
記
述
と
の
比
較
か
ら

そ
の
史
料
的
価
値
の
高
さ
が
確
か
に
認
め
ら
れ
れ
た
。
続
く
第
四
章
で
は
、

マ
レ
ー
半
島
の
テ
ナ
ッ
セ
リ
ム
と
ビ
ル
マ
の
ペ
グ
ー
，
イ
ン
ド
の
カ
リ
カ

ッ
ト
に
注
目
し
、
詳
し
く
考
察
し
た
。
テ
ナ
ッ
セ
リ
ム
や
ペ
グ
ー
に
関
す

る
記
述
の
中
に
は
、
サ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
明
ら
か
に
イ
ン
ド
の
風
習
に
関

す
る
情
報
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
当
地
の
商
取
引
や
支
配
者
に
関
す
る
情

報
は
概
ね
妥
当
と
み
な
し
得
る
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
特
に
カ
リ
カ
ッ
ト

に
つ
い
て
の
記
述
は
多
岐
に
亘
り
詳
細
を
極
め
て
お
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教

の
神
や
民
衆
の
信
仰
、
住
民
の
生
活
習
慣
な
ど
、
同
時
代
の
西
欧
人
の
記

録
と
の
共
通
点
に
加
え
て
ヴ
ァ
ル
テ
ー
マ
独
自
の
記
述
も
多
く
見
ら
れ
、

当
該
期
の
民
衆
生
活
の
解
明
に
有
用
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

本
論
文
は
ヴ
ァ
ル
テ
ー
マ
の
記
述
の
全
体
を
問
題
に
し
、
総
合
的
に
検

討
し
た
が
、
彼
の
記
録
の
一
部
に
は
旅
程
と
し
て
不
可
能
な
も
の
や
内
容

的
に
不
適
切
な
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
記
述
情
報
の
多

く
は
当
時
の
時
代
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
が
実
際
に
訪
れ
て

い
な
い
地
域
に
関
し
て
も
伝
聞
情
報
を
集
め
て
記
録
し
た
と
い
う
点
に
お

い
て
一
定
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
で

手
薄
で
あ
っ
た
都
市
に
的
を
絞
り
、
一
六
世
紀
初
頭
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
・

イ
ン
ド
洋
沿
岸
都
市
の
住
民
生
活
に
新
た
な
光
を
当
て
た
こ
と
で
、
こ
の

旅
行
記
の
同
時
代
史
料
と
し
て
の
重
要
性
を
本
論
文
に
お
い
て
再
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

一
六
世
紀
エ
ジ
プ
ト
州
に
お
け
る
巡
礼
長
官
の
職
掌
と
経
歴

―
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
リ
ー
『
整
序
さ
れ
た
貴
い
真
珠
』
の
分
析
か
ら
―

永
田　

真
子

　

本
論
文
は
、
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
リ
ーZaynal-D

īnʿ A
bdal-Q

ādirb.
M

uḥ am
m

adb.ʻA
bdal-Q

ādirb.M
uḥ am

m
adb.Ibrāhīm

al-
A

nṣ ārīal-Jazīrī

（
一
五
〇
五
～
一
五
七
〇
年
頃
）
に
よ
り
ア
ラ
ビ
ア
語

で
記
さ
れ
た
大
部
の
史
書
『
巡
礼
の
見
聞
と
神
に
讃
え
ら
れ
し
メ
ッ
カ
へ

の
道
に
関
す
る
整
序
さ
れ
た
貴
い
真
珠D

urar al-farāʼid al-m
u-
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』
の
分

析
を
通
し
て
、
一
六
世
紀
オ
ス
マ
ン
朝
治
下
エ
ジ
プ
ト
州
の
巡
礼
長
官
の

職
掌
と
経
歴
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
オ
ス
マ
ン
朝
期

の
巡
礼
長
官
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
一
八
世
紀
の
史
料
の
分
析
か
ら

同
職
の
職
掌
の
特
質
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
一
六
世
紀
に
お
け
る
歴
代

巡
礼
長
官
の
職
掌
お
よ
び
彼
ら
の
経
歴
や
家
族
・
主
従
関
係
に
関
す
る
体

系
的
な
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

第
一
章
「
史
料
解
題
」
で
は
、
著
者
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
リ
ー
の
生
涯
を
再
構

成
し
、
当
該
史
料
の
構
成
と
内
容
を
概
観
し
た
。
第
二
章
「
エ
ジ
プ
ト
州

巡
礼
制
度
」
で
は
、
一
五
一
七
年
の
オ
ス
マ
ン
朝
に
よ
る
エ
ジ
プ
ト
征
服

以
降
に
形
成
さ
れ
た
オ
ス
マ
ン
朝
エ
ジ
プ
ト
州
の
巡
礼
団
に
関
し
て
、
歴

史
的
・
地
理
的
背
景
に
起
因
す
る
そ
の
特
徴
と
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
の
上
で
、
本
史
料
中
に
内
包
さ
れ
る
巡
礼
記
事
を
も
と
に
オ
ス
マ

ン
朝
政
府
要
人
に
と
っ
て
の
エ
ジ
プ
ト
地
域
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
第

三
章
「
巡
礼
長
官
の
職
掌
」
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
州
巡
礼
長
官
が
有
し
た
職

掌
を
①
旅
程
管
理
、
②
安
全
保
障
、
③
物
資
・
食
料
供
給
、
④
人
的
関
係

の
円
滑
化
の
四
項
目
に
分
け
た
上
で
、
各
項
目
に
関
し
て
歴
代
巡
礼
長
官

が
取
っ
た
政
策
お
よ
び
巡
礼
団
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
と
社
会
的
・
経
済

的
背
景
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
第
四
章
「
歴
代
巡
礼
長
官
の
出
自

と
経
歴
」
で
は
、
本
史
料
に
記
録
さ
れ
た
一
五
一
七
～
一
五
一
八
年
（
ヒ

ジ
ュ
ラ
暦
九
二
三
年
）
か
ら
一
五
五
六
～
一
五
五
七
年
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九

七
二
年
）
ま
で
の
同
職
歴
任
者
二
三
名
の
情
報
を
①
人
的
関
係
、
②
役
職
、

③
出
身
地
の
三
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
各
州
総
督
の
治
世
ご
と
に
立
ち

現
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
結
果
、
州
総
督
関
係
者
と
マ
ム

ル
ー
ク
朝
高
官
、
カ
ー
シ
フ
職
と
財
務
関
連
諸
職
、
ア
ナ
ト
リ
ア
出
身
者

（
ト
ル
コ
系
・
イ
ラ
ン
系
）
が
歴
代
巡
礼
長
官
に
多
く
就
任
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
こ
の
う
ち
財
務
関
連
職
と
他
地
域
出
身
者
に
は
重
複
が

見
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
巡
礼
長
官
と
州
総
督
と
の
間
に
互
恵
的
・
相
補

的
関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

以
上
の
分
析
か
ら
、
本
論
文
に
お
い
て
、
一
六
世
紀
に
お
け
る
エ
ジ
プ

ト
州
巡
礼
長
官
の
職
掌
と
経
歴
の
特
徴
に
つ
い
て
、
初
め
て
仔
細
に
解
明

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

〔
西
洋
史
学
専
攻
〕

大
ユ
ー
リ
ア
追
放
事
件
再
考

―
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
政
治
利
用
の
観
点
か
ら
―川

崎　

早
織

　

本
研
究
は
、
初
代
ロ
ー
マ
帝
国
元
首
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
娘
大
ユ
ー
リ

ア
が
前
二
年
に
引
き
起
こ
し
た
姦
通
騒
動
と
、
そ
れ
に
対
し
ア
ウ
グ
ス
ト

ゥ
ス
が
追
放
刑
を
下
し
た
一
連
の
事
件
に
つ
い
て
再
考
し
た
。
大
ユ
ー
リ

ア
は
貨
幣
や
建
造
物
か
ら
、
元
首
の
後
継
者
候
補
の
母
と
し
て
市
民
に
広

く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
マ
ル
シ
ュ
ア
ー

ス
像
の
下
で
姦
通
と
酒
宴
と
い
っ
た
放
蕩
に
耽
っ
て
い
る
と
告
発
さ
れ
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
醜
聞
事
件
は
公
に
さ
れ
た
。
本
研
究
は

大
ユ
ー
リ
ア
に
よ
る
マ
ル
シ
ュ
ア
ー
ス
像
へ
の
戴
冠
行
為
と
ア
ウ
グ
ス
ト
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ゥ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
と
い
う
新
た
な
視
座
を
示
し
、
後
継
者
の
母
を
巡

る
追
放
事
件
を
再
考
す
る
こ
と
で
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
権
力
継
承
理
念

の
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
権
力
構
造
と
彼
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
検
証
し

た
と
こ
ろ
、
彼
の
政
権
樹
立
は
共
和
政
の
伝
統
の
範
囲
内
で
あ
り
、
ア
ウ

グ
ス
ト
ゥ
ス
自
身
が
共
和
政
の
尊
重
を
強
く
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
史
料
や
碑
文
か
ら
は
、
彼
の
孫
で
あ
る
後
継
者
候

補
た
ち
の
権
力
獲
得
も
元
老
院
と
市
民
た
ち
の
同
意
の
下
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
窺
え
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
政
権
と
そ

の
継
承
に
お
い
て
、
共
和
政
か
ら
の
連
続
性
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

示
さ
れ
た
。

　

一
方
、
大
ユ
ー
リ
ア
に
よ
る
放
縦
と
マ
ル
シ
ュ
ア
ー
ス
像
へ
の
戴
冠
は
、

マ
ル
シ
ュ
ア
ー
ス
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
眷
族
で
あ
る
こ
と
や
、
前
一

八
六
年
の
暗
黒
事
件
か
ら
、
市
民
た
ち
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
秘
儀
バ

ッ
カ
ー
ナ
ー
リ
ア
を
連
想
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
に
存
在
す
る

神
殿
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
が
古
く
か
ら
ロ
ー
マ
に
存
在
し
た
神
リ
ー

ベ
ル
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前

一
世
紀
に
お
い
て
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
、
暴
君
と
見
做
さ
れ
て
い
た
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
や
、
か
つ
て
ロ
ー
マ
と
敵
対
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
王

朝
の
君
主
た
ち
に
よ
っ
て
熱
心
に
同
化
が
進
め
ら
れ
た
神
と
し
て
認
知
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
窺
え
た
。

　

更
に
カ
エ
サ
ル
と
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
の
行
っ
た
政
策
や
著
作
を
検
討
し

た
結
果
、
彼
ら
も
ロ
ー
マ
あ
る
い
は
東
方
に
て
こ
の
神
を
政
治
的
に
利
用

し
た
こ
と
が
散
見
さ
れ
た
。
ま
た
、
史
料
は
民
衆
た
ち
が
二
人
と
こ
の
神

の
関
連
性
を
認
識
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
、
ア

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
の
文
学
作
品
や
『
神
君
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
業
績

禄
』
に
お
い
て
カ
エ
サ
ル
は
神
と
し
て
の
み
、
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
は
国
家

の
自
由
を
脅
か
し
た
犯
罪
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
本
研
究
で
の
検
討
の
結
果
、
次
の
結
論
が
得
ら
れ
た
。
後

継
者
た
ち
に
合
法
的
に
権
力
を
継
承
さ
せ
た
い
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
と
っ

て
、
そ
の
母
が
カ
エ
サ
ル
や
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
の
掲
げ
て
い
た
政
治
思
想

を
有
し
て
い
る
と
い
う
疑
い
を
市
民
に
抱
か
せ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
娘
の
追
放
に
至
っ
た
。
た
と
え
事
実
上
の
君
主
政
だ

っ
た
と
し
て
も
、
政
権
と
そ
の
後
継
者
政
策
に
お
い
て
、
共
和
政
を
遵
守

し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
崩
さ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク=

プ
ロ
イ
セ
ン
の

領
域
拡
大
期
に
お
け
る
帝
国
裁
判
所
の
役
割

―
大
選
帝
侯
か
ら
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の

　

時
代
ま
で
を
中
心
に
―

越
智　

文
香

　

近
世
ド
イ
ツ
国
制
構
造
の
維
持
に
は
、
帝
国
議
会
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
、

帝
国
裁
判
所
の
三
つ
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九

〇
年
代
以
降
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
帝
国
の
「
法
化
」
プ

ロ
セ
ス
が
促
進
さ
れ
た
と
す
る
研
究
が
多
く
発
表
さ
れ
、
帝
国
国
制
構
造
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の
維
持
に
お
い
て
帝
国
裁
判
所
が
果
た
し
た
役
割
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
帝
国
宮
内
法
院
の
研
究
が
進
む
中
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル

ク=
プ
ロ
イ
セ
ン
が
帝
国
裁
判
所
を
活
用
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
。
そ
し
て
一
九
六
〇
年
以
降
に
新
し
く
展
開
さ
れ
た
国
制
史
に

お
い
て
、「
実
際
の
」
歴
史
と
は
無
関
係
と
さ
れ
て
き
た
帝
国
諸
機
関
で

の
儀
礼
的
・
象
徴
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
再
検
討
す
る
文
化
的
ア
プ

ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク=

プ
ロ
イ
セ
ン
の
国

家
建
設
過
程
で
の
帝
国
裁
判
所
の
利
用
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

本
論
文
で
は
、
実
際
の
裁
判
記
録
を
用
い
て
検
討
を
行
い
、
帝
国
の
司

法
制
度
は
確
か
に
帝
国
の
枠
組
み
を
維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
た
と

結
論
づ
け
た
。
特
に
帝
国
レ
ー
エ
ン
や
不
上
訴
特
権
は
一
七
世
紀
中
葉
か

ら
領
土
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
た
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク=

プ
ロ
イ
セ
ン
に

と
っ
て
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
だ
っ
た
。
帝
国
の
レ
ー
エ
ン
授

与
は
そ
れ
に
よ
っ
て
レ
ー
エ
ン
結
合
に
よ
り
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を

意
味
し
、
不
上
訴
特
権
獲
得
は
帝
国
に
よ
る
司
法
監
視
の
増
大
を
意
味
し

た
。
さ
ら
に
、
不
上
訴
特
権
は
そ
れ
が
無
制
限
の
も
の
で
あ
っ
て
も
完
全

に
上
訴
か
ら
免
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
レ
ー
エ
ン
事
項
に

お
い
て
は
不
上
訴
特
権
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
こ
う
し
て
帝
国
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
は
必
ず

し
も
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク=

プ
ロ
イ
セ
ン
に
と
っ
て
不
利
に
働
く
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
帝
国
国
制
が
強
化
さ

れ
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
、
帝
国
の
司
法
も
強
化
さ
れ
、
皇
帝
の
権
威

も
復
興
し
た
が
、
帝
国
国
制
は
帝
国
諸
身
分
を
縛
り
付
け
る
た
め
だ
け
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
諸
侯
の
自
由
は
帝
国
法
に
よ
っ
て
守
ら
れ

て
い
た
も
の
で
あ
り
、
帝
国
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
安
全
保

障
上
有
益
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
と
り
わ
け
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク=

プ
ロ
イ
セ
ン
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
皇
帝
や
帝
国
の
権
威
は
自
ら
の
威
信

を
高
め
る
た
め
に
も
利
用
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
帝
国
の
司
法
は

単
に
形
式
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
形
式
に
よ
る
儀
礼

的
・
象
徴
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
有
用
な
機
能
を
果
た
し
た
。

実
際
の
政
治
の
中
で
帝
国
裁
判
所
は
一
つ
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
時
代
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

一
七
世
紀
中
葉
か
ら
一
八
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク=

プ
ロ
イ
セ
ン
の
領
域
拡
大
期
に
お
い
て
、
帝
国
国
制
は
決
し
て
無
視
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
帝
国
国
制
構
造
に
関
与
し
て

い
た
帝
国
の
司
法
も
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
帝
国
国
制

の
中
で
、
帝
国
の
両
最
高
裁
判
所
は
、
帝
国
や
皇
帝
に
よ
る
正
当
性
の
付

与
に
よ
っ
て
帝
国
諸
身
分
の
利
害
を
調
整
し
、
帝
国
の
枠
組
み
を
維
持
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
の

ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
移
民

藤　

瑞
帆

　

本
論
文
は
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
数
多
く

存
在
し
た
外
国
人
移
民
の
な
か
で
、
特
に
都
市
・
農
村
部
問
わ
ず
広
く
分

散
し
、
遠
隔
地
交
易
か
ら
行
商
、
製
造
業
、
家
内
奉
公
な
ど
多
様
な
経
済
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活
動
を
行
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
移
民
の
ス
ペ
イ
ン
社
会
に
お
け
る
位

置
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
移
民
研
究
は
一
九
九
〇

年
代
以
降
、
旧
来
の
プ
ッ
シ
ュ
・
プ
ル
理
論
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
経
済

的
分
析
か
ら
、
社
会
史
的
な
分
析
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
へ
と
関
心
が
移

っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
本
論
文
も
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
出
発
点
と

し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
ま
ず
前
提
知
識
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス

の
経
済
関
係
を
ま
と
め
、
第
二
章
で
は
当
該
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
人
移
民
の

分
布
や
特
徴
を
先
行
研
究
の
数
量
分
析
を
も
と
に
整
理
し
た
の
ち
に
、
第

三
章
と
第
四
章
で
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
移
民
先
の
社
会
に
受
容
さ
れ
て
い

た
の
か
を
、
富
裕
な
貿
易
商
人
と
、
社
会
の
下
層
で
生
活
を
支
え
た
と
考

え
ら
れ
る
移
民
の
事
例
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
、
先
行
研
究
の
読
み
替
え

や
史
料
の
質
的
な
解
釈
を
通
し
て
分
析
す
る
。
な
お
本
論
文
で
は
、
移
住

を
目
的
と
す
る
永
続
的
な
移
民
だ
け
で
な
く
商
業
目
的
を
含
む
一
時
的
に

滞
在
し
た
人
々
ま
で
を
広
く
分
析
対
象
と
す
る
。

　

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ス
ペ
イ
ン
領
ア
メ
リ
カ
植
民
地
貿
易
に
向
け
た

輸
出
品
の
中
で
は
、
亜
麻
・
麻
織
物
が
主
要
な
取
引
品
目
で
あ
っ
た
。
第

三
章
で
は
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
産
の
亜
麻
・
麻
織
物
の
輸
出
を
行
っ
た
フ
ラ
ン

ス
人
貿
易
商
人
と
し
て
、
サ
ン=

マ
ロ
出
身
の
貿
易
商
人
家
系
を
取
り
上

げ
、
そ
の
家
族
戦
略
や
交
易
の
や
り
方
を
先
行
研
究
や
そ
の
中
で
引
用
さ

れ
て
い
る
史
料
か
ら
分
析
し
た
。
彼
ら
は
出
身
地
で
あ
る
サ
ン
・
マ
ロ
に

本
拠
を
残
し
た
ま
ま
、
家
族
の
若
い
メ
ン
バ
ー
が
交
代
で
ス
ペ
イ
ン
の
貿

易
港
で
あ
る
カ
デ
ィ
ス
に
滞
在
す
る
と
い
う
移
民
の
形
を
と
っ
た
。
サ

ン=

マ
ロ
港
に
取
引
を
主
導
す
る
人
物
が
存
在
し
、
そ
の
親
族
が
カ
デ
ィ

ス
で
荷
受
け
や
顧
客
と
の
取
引
を
行
う
一
方
で
、
植
民
地
貿
易
を
行
う
に

あ
た
っ
て
必
要
で
あ
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
仲
介
業
者
と
ど
の
よ
う
な
や
り
と

り
を
行
な
っ
て
貿
易
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
を
先
行
研
究
に
引
用
さ
れ
て

い
る
書
簡
な
ど
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

第
四
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
大
規
模
交
易
に
お
い
て
経
済
的
に
影
響
力

を
持
っ
て
い
た
貿
易
商
人
の
一
方
で
、
小
村
や
町
の
単
位
で
商
業
を
行
っ

て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
移
民
の
事
例
を
い
く
つ
か
扱
っ
た
。
ま
ず
、
慢
性
的

な
食
糧
不
足
を
抱
え
て
い
た
マ
ド
リ
ー
ド
に
お
い
て
パ
ン
供
給
を
担
っ
て

い
た
フ
ラ
ン
ス
人
パ
ン
屋
に
つ
い
て
、
一
二
件
の
「
貧
困
申
告
書
」（
施

療
院
な
ど
で
亡
く
な
っ
た
人
物
が
遺
し
た
遺
言
書
の
一
種
）
か
ら
、
彼
ら

が
移
民
先
の
マ
ド
リ
ー
ド
に
持
っ
て
い
た
親
族
・
同
郷
人
と
の
紐
帯
が
確

認
で
き
た
。
ま
た
一
例
で
は
あ
る
が
、
高
額
な
収
入
を
得
て
い
た
フ
ラ
ン

ス
人
パ
ン
屋
も
確
認
で
き
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
裏
付

け
が
出
来
た
。
さ
ら
に
、
パ
ン
屋
の
出
身
地
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
中
央

山
塊
の
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
の
カ
ン
タ
ル
出
身
者
が
パ
ン
屋
に
は
多
い

と
い
う
数
量
的
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
一
二
件
の
サ
ン
プ
ル
の
う
ち

カ
ン
タ
ル
出
身
者
は
一
名
の
み
で
ほ
と
ん
ど
が
ク
レ
ル
モ
ン
司
教
区
の
出

身
者
で
あ
っ
た
。
パ
ン
関
係
の
職
の
中
で
は
、
雇
用
主
・
同
僚
の
ス
ペ
イ

ン
人
と
の
関
係
が
確
認
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
二
次
文
献
で
引
用
さ
れ
て
い
た
一
次
史
料
の
読
み
直
し
を
通

じ
て
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
鍋
釜
製
造
販
売
業
者
の
事
例
か
ら
は
フ
ラ
ン
ス
人
鍋

釜
製
造
販
売
業
者
が
ギ
ル
ド
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
、

鍋
釜
製
造
販
売
業
者
に
よ
る
行
商
が
日
常
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
犯

罪
を
犯
し
ス
ペ
イ
ン
内
部
を
移
動
し
て
い
た
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
人
の
職
人
、

行
商
人
の
事
例
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
社
会
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
遍
在
性
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が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
こ
の
事
例
か
ら
は
小
さ
な
農
村
単
位
で
は
フ
ラ

ン
ス
人
を
受
け
入
れ
る
土
壌
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
た
。

　

結
果
と
し
て
、
マ
ド
リ
ー
ド
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
パ
ン
屋
の
同
業
者

間
、
既
に
帰
国
し
て
い
た
同
郷
人
の
紐
帯
は
見
ら
れ
た
が
、
他
の
職
業
と

の
関
係
や
現
地
の
人
々
と
の
結
び
つ
き
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、

当
時
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
受
容
の
一
部
を
垣
間
見
る
こ

と
は
で
き
た
が
、
一
般
的
に
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
鍋
釜
製
造
販

売
業
者
の
具
体
的
な
活
動
内
容
な
ど
が
課
題
と
し
て
残
っ
た
。

ポ
ン
バ
ル
期
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

「
ア
ル
ト
・
ド
ー
ロ
葡
萄
栽
培
会
社
」
と
ワ
イ
ン
産
業

―
ト
ラ
ズ
・
オ
ズ
・
モ
ン
テ
ス
で
の
違
反
調
査
と

　

裁
判
史
料
を
中
心
に
―

倉
根　

彩
乃

　

ポ
ン
バ
ル
期
と
は
一
般
的
に
、
ポ
ン
バ
ル
侯
が
政
治
の
実
権
を
握
っ
た

一
七
五
〇
～
七
七
年
の
こ
と
を
指
す
。
一
八
世
紀
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い

て
、
酒
精
強
化
ワ
イ
ン
と
し
て
海
外
輸
出
に
適
し
た
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
は
、

経
済
、
商
業
的
に
重
要
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
本
稿
は
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン

に
関
し
て
、
王
権
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
独
占
会
社
「
ア
ル
ト
・
ド
ー
ロ

葡
萄
栽
培
会
社
」
と
、
そ
の
生
産
地
域
と
し
て
ド
ー
ロ
川
上
流
の
ト
ラ

ズ
・
オ
ズ
・
モ
ン
テ
ス
地
方
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
の
研
究
は
、
対
外
交
易
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
で

の
分
析
が
多
い
一
方
で
、
ブ
ド
ウ
の
栽
培
や
ワ
イ
ン
の
醸
造
を
担
っ
た
生

産
者
に
関
す
る
も
の
は
少
な
い
。「
ア
ル
ト
・
ド
ー
ロ
葡
萄
栽
培
会
社
」

は
、
ポ
ン
バ
ル
期
の
経
済
政
策
の
枠
組
み
の
中
で
語
ら
れ
、
そ
の
政
権
の

関
係
者
や
大
地
主
に
利
益
を
与
え
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
会

社
の
設
立
が
生
産
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
っ
た
視
点
に

よ
る
研
究
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
な
ぜ
特
権
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
た
ワ
イ
ン
産
業
が
生
産
地
域
の
発
展
に
繋
が
ら
な
か
っ
た

か
を
考
察
す
る
た
め
、
生
産
者
の
視
点
か
ら
「
会
社
」
の
評
価
を
再
検
討

し
た
。
特
に
、
一
七
七
一
～
七
五
年
間
に
行
わ
れ
た
会
社
の
創
設
規
約
や

そ
の
他
の
法
律
の
規
制
に
対
す
る
「
違
反
調
査
」
の
史
料
を
用
い
て
、

「
会
社
」
が
中
小
規
模
の
生
産
者
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
阻
害
し
た
か
、

彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
ワ
イ
ン
産
業
に
関
与
し
た
か
を
考
察
し
た
。

　

中
心
史
料
と
し
て
利
用
し
た
の
は
『
ア
ル
ト
・
ド
ー
ロ
管
轄
区
に
お
い

て
大
審
問
院
長
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
・
メ
ス
キ
ー
タ
・
イ
・
モ
ウ
ラ
に
よ
っ

て
実
施
す
る
よ
う
に
と
陛
下
が
命
令
し
た
違
反
調
査
』（O

liveira,
A

ntónioBrásde;M
arinho,M

ariaJosé,D
evassa a que M

andou 
Proceder Sua M

ajestade no T
erritório do A

lto D
ouro pelo D

e-
sem

bargador A
ntónio de M

esquita e M
oura,Lisboa,ediçãoda

BibliotecaN
acional,1983

）
と
い
う
刊
行
史
料
に
収
録
さ
れ
た
、「
違

反
調
査
」
の
際
に
取
り
調
べ
ら
れ
た
住
人
に
よ
る
証
言
で
あ
る
。「
違
反

調
査
」
を
扱
っ
た
先
行
研
究
は
証
言
者
の
職
業
や
居
住
地
な
ど
に
関
す
る

数
量
的
分
析
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
よ
り
質
的
な
分
析
を
目
指

し
、
都
市
の
ヴ
ィ
ラ
・
レ
ア
ル
市
と
農
村
の
ノ
ゲ
イ
ラ
村
に
焦
点
を
絞
っ

て
考
察
し
た
。
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史
料
か
ら
は
、
地
位
や
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
に
違
反
に
関
与
し
た
こ
と

や
、
共
犯
関
係
の
存
在
な
ど
が
読
み
取
れ
た
。
ま
た
、「
会
社
」
の
創
設

が
中
小
規
模
の
生
産
者
の
活
動
を
阻
害
し
た
こ
と
や
、
彼
ら
が
生
活
の
糧

を
得
る
た
め
に
止
む
を
得
ず
違
反
を
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
。

　

本
稿
の
問
題
設
定
に
お
い
て
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
ワ
イ
ン
産
業
の
研
究

に
触
れ
、
ポ
ル
ト
の
ワ
イ
ン
産
業
が
生
産
地
域
の
発
展
や
産
業
化
に
つ
な

が
ら
な
か
っ
た
原
因
を
検
討
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に

他
地
域
の
研
究
方
法
を
参
照
し
、
比
較
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
視
点
か
ら

ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ト
ラ
ズ
・

オ
ズ
・
モ
ン
テ
ス
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
産
業
構
造
の
中
に
ワ
イ
ン
を
位
置
づ

け
る
こ
と
や
、
当
時
の
教
区
司
祭
に
よ
る
「
教
区
報
告
」
の
よ
う
な
、
地

域
の
産
業
や
社
会
が
わ
か
る
よ
う
な
史
料
と
交
差
さ
せ
て
「
違
反
調
査
」

の
証
言
を
分
析
す
る
こ
と
も
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

軍
人
・
企
業
家
・
写
真
家
ホ
セ
・
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ

（
一
八
八
六
～
一
九
八
〇
）
の
写
真
作
品
に
見
る

「
再
生
主
義
」
と
「
ス
ペ
イ
ン
像
」
の
検
討

羽
飼　

彩

　

本
研
究
の
目
的
は
、
軍
人
・
企
業
家
・
写
真
家
ホ
セ
・
オ
ル
テ
ィ
ス
・

エ
チ
ャ
グ
エ
（
一
八
八
六
～
一
九
八
〇
）
の
写
真
家
と
し
て
の
側
面
に
注

目
し
、
写
真
に
お
け
る
「
再
生
主
義
」、
そ
し
て
写
真
に
表
れ
る
フ
ラ
ン

コ
独
裁
体
制
期
の
「
ス
ペ
イ
ン
像
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
、
彼
の
写

真
作
品
、
彼
の
美
的
価
値
観
に
関
す
る
彼
自
身
の
手
稿
、
そ
し
て
写
真
の

添
え
書
き
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
動
向
で
示
さ
れ
て
き

た
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
姿
に
疑
問
を
唱
え
、
彼
を
評
価
し
直
す

こ
と
で
あ
る
。

　

オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
と
は
、
王
政
復
古
体
制
、
プ
リ
モ
・
デ
・

リ
ベ
ラ
独
裁
体
制
、
第
二
共
和
政
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
期
の
反
乱
軍
、
フ
ラ

ン
コ
独
裁
体
制
に
お
い
て
、
軍
の
工
兵
お
よ
び
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
て
活
動

し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ａ
（
航
空
機
製
造
株
式
会
社
）

お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
（
ス
ペ
イ
ン
乗
用
自
動
車
会
社
）
の
経
営
者
で
あ
る
と

同
時
に
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
起
こ
っ
た
写
真
の
運
動
で
あ
る
ピ
ク
ト
リ

ア
リ
ズ
ム
の
分
野
を
国
際
的
に
代
表
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
の
写
真
家
と
し
て

世
界
的
な
評
価
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
ス
ペ
イ
ン
を
概
説
す

る
研
究
で
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

　

章
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
序
論
に
お
い
て
、
オ
ル
テ
ィ

ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
写
真
家
と
し
て
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
モ
ノ
グ
ラ

フ
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
特
に
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
写
真
の

技
術
的
側
面
、
美
的
側
面
、
題
材
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
く
分
析
し
、

「
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
は
再
生
主
義
の
影
響
を
受
け
た
写
真
家

だ
」
と
主
張
す
る
Ａ
・
ド
メ
ー
ニ
ョ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
の
研
究
が
重
要
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
一
方
、
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
を
企
業
家
と

し
て
扱
っ
た
先
行
研
究
は
Ｃ
・
エ
ロ
・
ガ
ス
カ
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

同
著
の
中
で
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
は
写
真
家
と
し
て
の
研
究
が
多

く
企
業
家
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、
企
業
家
と
し
て
の
側
面
を
明
ら
か
に
で
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き
る
史
料
の
不
足
が
原
因
だ
と
分
析
し
た
。

　

続
く
第
一
章
で
は
、
Ｅ
・
サ
ン
・
ラ
モ
ン
・
ロ
ペ
ス
や
Ｒ
・
リ
ー
ヴ
ェ

ン
フ
ェ
ル
ド
の
研
究
、
そ
し
て
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
実
の
息
子

セ
サ
ル
に
よ
る
回
想
録
を
中
心
資
料
と
し
て
、
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ

エ
の
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
「
軍
人
、
企
業
家
と
し
て
の
側
面
」
と
「
写

真
家
と
し
て
の
側
面
」
に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
論
じ
、
ま
た
彼
個
人
の
宗
教

観
や
史
料
の
問
題
点
に
も
言
及
し
た
。
次
の
第
二
章
で
は
、
本
研
究
の
分

析
の
軸
と
な
る
「
再
生
主
義
」
お
よ
び
フ
ラ
ン
コ
独
裁
期
に
求
め
ら
れ
た

「
ス
ペ
イ
ン
像
」
に
関
す
る
先
行
研
究
、
研
究
動
向
を
ま
と
め
、
こ
れ
ら

の
テ
ー
マ
を
写
真
お
よ
び
写
真
家
と
結
び
つ
け
た
研
究
が
少
な
い
こ
と
も

指
摘
し
た
。

　

残
る
第
三
章
で
は
、
第
一
節
に
て
、
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
作

品
と
「
再
生
主
義
」
の
関
係
を
Ａ
・
ド
メ
ー
ニ
ョ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
の
研

究
の
方
法
論
に
則
っ
て
分
析
し
た
。
具
体
的
に
は
、
ウ
ナ
ム
ノ
や
ア
ソ
リ

ン
、
マ
チ
ャ
ー
ド
と
い
っ
た
再
生
主
義
の
思
想
家
な
い
し
作
家
の
言
葉
と
、

オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
が
撮
影
し
た
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
原
野
や
カ

ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
人
々
の
写
真
を
比
較
し
、
そ
の
共
通
点
を
挙
げ
た
。
分

析
対
象
と
し
た
作
品
は
、『
ス
ペ
イ
ン
の
典
型
的
な
人
々
と
衣
服
』（
一
九

三
〇
）、『
ス
ペ
イ
ン
、
村
々
と
景
色
』（
一
九
三
九
）、『
神
秘
的
な
ス
ペ

イ
ン
』（
一
九
四
三
）、『
ス
ペ
イ
ン
、
城
と
王
宮
』（
一
九
五
六
）
な
ど
の

作
品
集
に
収
め
ら
れ
た
写
真
二
二
点
で
あ
る
。
一
方
で
筆
者
は
ア
ス
ン
シ

オ
ン
・
ド
メ
ー
ニ
ョ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
が
扱
っ
て
い
な
い
都
市
の
写
真
に

も
着
目
し
、『
ス
ペ
イ
ン
、
村
々
と
景
色
』
に
収
録
さ
れ
た
写
真
の
約
二

十
九
％
が
都
市
の
写
真
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
際
、
複
数
の

写
真
を
ま
と
め
て
一
つ
の
都
市
に
一
つ
の
添
え
書
き
が
な
さ
れ
て
い
る
マ

ド
リ
ー
ド
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
、
サ
ラ
マ
ン
カ
の
都
市
か
ら
二
枚
ず
つ
写
真
を

取
り
上
げ
た
。

　

第
二
節
で
は
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
作
品
と
「
ス
ペ
イ
ン
像
」

の
関
係
を
、『
ス
ペ
イ
ン
、
城
と
王
宮
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
コ

独
裁
体
制
期
の
知
識
人
フ
ラ
イ
・
フ
ス
ト
・
ペ
レ
ス
・
デ
・
ウ
ル
ベ
ル
の

前
書
き
を
史
料
と
し
て
分
析
し
た
。
Ｐ
・
ロ
ペ
ス
・
モ
ン
デ
ハ
ル
の
先
行

研
究
で
は
、
同
史
料
に
て
フ
ラ
イ
・
フ
ス
ト
・
ペ
レ
ス
・
デ
・
ウ
ル
ベ
ル

が
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
作
品
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
両
王
の
偉
業
と

ヌ
マ
ン
シ
ア
の
精
神
を
思
い
出
さ
せ
、
常
に
レ
コ
ン
キ
ス
タ
の
欲
望
を
奨

励
す
る
」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の

作
品
と
フ
ラ
ン
コ
独
裁
体
制
期
の
美
学
が
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
た

が
、
筆
者
は
実
際
に
同
作
品
集
に
収
録
さ
れ
た
三
八
八
枚
の
写
真
を
調
査

し
た
結
果
、
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
に
フ
ラ
ン
コ
体
制
を
称
賛
す
る

意
図
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
確
実
に
そ
う
で
あ
る
と
明
言
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
を
下
し
た
。

　

最
後
に
、
第
三
節
で
は
、
前
述
し
た
二
二
点
の
写
真
に
つ
け
ら
れ
た
添

え
書
き
と
い
う
、
先
行
研
究
が
未
だ
分
析
し
て
い
な
い
史
料
を
独
自
に
用

い
て
オ
ル
テ
ィ
ス
・
エ
チ
ャ
グ
エ
の
写
真
作
品
と
「
再
生
主
義
」
お
よ
び

フ
ラ
ン
コ
独
裁
体
制
期
の
「
ス
ペ
イ
ン
像
」
の
関
係
を
調
査
し
、「
彼
の

写
真
が
再
生
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
」
あ
る
い
は
「
彼
の
写
真
は
フ

ラ
ン
コ
独
裁
体
制
期
に
求
め
ら
れ
た
ス
ペ
イ
ン
像
を
表
現
し
た
、
フ
ラ
ン

コ
主
義
的
な
写
真
で
あ
る
」
と
い
っ
た
先
行
研
究
の
主
張
に
疑
問
を
呈
し

た
。
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本
論
文
は
既
存
の
研
究
動
向
か
ら
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
新
た
な
分

析
方
法
で
人
物
を
評
価
し
直
し
た
と
い
う
点
で
、
再
生
主
義
や
フ
ラ
ン
コ

独
裁
体
制
に
関
す
る
芸
術
家
の
人
物
研
究
に
貢
献
で
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

ト
ル
コ
の
公
正
発
展
党
政
権
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
政
策

―
二
〇
一
〇
年
～
二
〇
一
九
年
の
ド
イ
ツ
で
の
事
例
―

加
藤　

聖
名

　

本
研
究
は
ト
ル
コ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
政
策
の
目
的
と
、
ト
ル
コ
国
外
の

ト
ル
コ
系
住
民
の
主
張
に
つ
い
て
探
っ
た
研
究
で
あ
る
。
ト
ル
コ
国
外
に

は
約
六
七
〇
万
人
の
ト
ル
コ
系
住
民
が
住
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
の
約
三

〇
〇
万
人
は
ド
イ
ツ
に
住
ん
で
お
り
、
ト
ル
コ
国
外
で
彼
ら
が
最
も
多
く

住
ん
で
い
る
国
と
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
住
む
彼
ら
の
多
く
が
一
九
六

一
年
以
降
に
ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
と
し
て
、
ま
た
は
難
民
と
し
て
流
入

し
た
人
々
も
し
く
は
そ
の
子
孫
で
あ
る
。
エ
ル
ド
ア
ン
大
統
領
が
主
導
す

る
公
正
発
展
党
政
権
は
、
国
外
に
住
む
ト
ル
コ
系
住
民
の
こ
と
を
ト
ル
コ

人
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
呼
び
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
政
策
を
展
開
し
て
い
る
。

公
正
発
展
党
政
権
は
二
〇
一
〇
年
に
「
在
外
ト
ル
コ
人
と
親
戚
共
同
体
の

た
め
の
事
務
局
（
Ｙ
Ｔ
Ｂ
）」
と
い
う
ト
ル
コ
と
国
外
の
ト
ル
コ
系
住
民

の
懸
け
橋
と
な
る
機
関
を
設
立
し
て
以
降
、
よ
り
積
極
的
に
、
可
視
的
に

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
政
策
を
展
開
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
代
の
公
正
発
展
党

政
権
は
権
威
主
義
的
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
九
年
の
地
方
選
挙
で
の
敗
北

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
近
年
は
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
公
正
発
展
党
の
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
政
策
の
背
景
に
は
、
国
内
的
要
因
・
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

要
因
・
国
際
的
要
因
の
三
つ
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
ト
ラ
ン

ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
要
因
の
一
つ
に
は
、
国
外
の
ト
ル
コ
系
住
民
が
ホ
ス
ト

国
の
政
治
に
積
極
的
に
参
画
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
年
の
ド

イ
ツ
で
は
「
ド
イ
ツ
民
主
同
盟
（A

D
-D

em
okraten

）」
な
ど
の
ト
ル
コ

系
住
民
に
よ
る
独
自
の
政
党
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

A
D

-D
em

okraten

は
公
正
発
展
党
を
支
持
し
て
お
り
、
そ
の
支
持
層
は

公
正
発
展
党
支
持
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
政
策
の
目
的
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
様
々
な
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
史
料
に
基
づ
い
て
議
論
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
、
特
に
ど
の
目
的
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
Ｙ
Ｔ
Ｂ
が
発
行
し
て
い
るA

rtı90

と
い
う
ジ
ャ
ー

ナ
ル
を
用
い
て
、
史
料
の
中
で
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
政
策
の
目
的
が
具
体
的
ど

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
、
ど
の
目
的
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
先
行
研
究
で
は
国
外
の
ト
ル
コ
系
住
民

の
ホ
ス
ト
国
で
の
主
張
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
研
究
はA

D
-D

em
okraten

の
党
綱
領
や
党
設
立
者
の
著
書
か

ら
、
特
に
公
正
発
展
党
を
支
持
す
る
ド
イ
ツ
の
ト
ル
コ
系
住
民
の
主
張
に

つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

党
綱
領
か
ら
、A

D
-D

em
okraten

が
、
公
正
発
展
党
と
敵
対
す
る
も

の
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
や
、
移
民
問
題
・
統
合
問
題
に
限
ら
ず
幅
広
い

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
党
設
立
者
の
著
書
か

ら
、
党
設
立
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
に
は
植
民
地
主
義
と
差
別
主
義
が
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深
く
根
づ
い
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
他
の
ト
ル
コ

系
住
民
に
も
こ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
て
い
る
人
が
い
る
と
思
わ
れ
る
。

A
rtı90

か
ら
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
政
策
で
は
国
外
に
住
む
ト
ル
コ
系
住

民
を
保
護
し
、
彼
ら
が
住
ん
で
い
る
国
の
社
会
で
活
躍
で
き
る
よ
う
に
支

援
す
る
と
い
う
目
的
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

〔
民
族
学
考
古
学
専
攻
〕

　

近
世
は
日
常
的
な
化
粧
が
庶
民
に
ま
で
広
が
る
化
粧
史
上
の
画
期
と
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
化
粧
史
の
研
究
は
、
商
業
出
版
物
（
随
筆
、
浮
世

絵
等
）
か
ら
得
ら
れ
る
間
接
的
な
情
報
に
基
づ
く
も
の
が
多
く
、
具
体
的

な
普
及
過
程
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
近
世

の
化
粧
の
中
で
も
贅
沢
と
さ
れ
た
紅
化
粧
に
注
目
し
、
化
粧
道
具
で
あ
る

「
紅
猪
口
」
の
生
産
、
流
通
、
使
用
、
廃
棄
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
古
学
的
に

検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
紅
化
粧
の
普
及

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
当
時
、
紅
は
陶
磁
器
製
の
碗
や

小
坏
の
内
側
に
薄
く
刷
き
乾
燥
さ
せ
た
状
態
で
「
紅
猪
口
」
と
し
て
販
売

さ
れ
た
。
化
粧
の
際
は
、
紅
を
水
で
溶
き
、
唇
や
目
元
、
頬
、
爪
に
塗
布

す
る
。
大
正
期
以
降
に
棒
状
の
口
紅
が
普
及
す
る
ま
で
、
紅
化
粧
に
は
紅

猪
口
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
考
古
学
に
お
け
る
紅
猪
口
研
究
の
課
題
を
整
理
し
、

対
象
資
料
と
し
た
型
押
成
形
の
磁
器
製
小
碗
（
以
下
、
型
押
小
碗
）
の
観

察
を
通
し
て
、
こ
の
器
の
用
途
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
紅
猪
口
研
究

で
は
、
紅
の
商
品
名
や
店
名
が
記
さ
れ
た
銘
入
り
の
器
が
注
目
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
紅
猪
口
と
し
て
使
用
さ
れ
た
器
が
多
様
で
あ
る
こ

と
に
加
え
、
紅
が
残
存
し
て
出
土
す
る
こ
と
が
極
め
て
稀
で
あ
る
た
め
、

商
品
名
の
よ
う
な
情
報
が
な
け
れ
ば
、
出
土
資
料
の
な
か
か
ら
紅
猪
口
と

し
て
使
用
さ
れ
た
器
を
特
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
絵
画
史
料
や
伝
世
品
か
ら
み
て
、
紅
猪
口
の
多
く
に
は
銘
が
な
く
、

食
器
と
し
て
量
産
さ
れ
た
器
も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。

　

本
論
で
取
り
上
げ
た
型
押
小
碗
は
、
こ
れ
ま
で
も
紅
猪
口
と
さ
れ
て
き

た
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
用
途
に
つ
い
て
の
議
論
は
十
分
で
な
か
っ
た
。

こ
の
器
は
施
釉
や
成
形
が
雑
な
粗
製
品
の
器
で
あ
り
、
そ
の
形
態
的
特
徴

は
食
器
と
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、「
内
面
に
紅
を
一
時
定
着
さ
せ
る
」、

「
使
用
時
以
外
は
紅
の
褪
色
防
止
の
た
め
伏
せ
る
」
と
い
っ
た
紅
猪
口
の

使
用
に
は
適
し
た
特
徴
を
有
す
る
器
で
あ
る
。
加
え
て
、
器
の
生
産
地
で

あ
る
肥
前
や
美
濃
の
文
献
史
料
に
は
、
一
九
世
紀
に
低
級
品
と
し
て
型
成

形
の
紅
猪
口
が
大
量
に
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上

か
ら
、
本
論
で
は
、
型
押
小
碗
を
紅
猪
口
と
し
て
生
産
・
使
用
さ
れ
た

「
専
用
器
」
と
評
価
し
た
。

　

次
に
消
費
地
で
あ
る
江
戸
周
辺
の
型
押
小
碗
の
出
土
事
例
を
集
成
し
、

遺
跡
の
性
格
ご
と
に
出
土
状
況
の
比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
型
押
小

型
押
小
碗
か
ら
み
る
紅
化
粧
の
普
及
過
程

―
近
世
か
ら
近
代
の
江
戸
・
東
京
一
帯
を
中
心
に
―岩

浪　

雛
子
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碗
が
生
産
開
始
さ
れ
る
一
八
世
紀
前
半
は
武
家
地
主
体
で
出
土
し
、
一
八

世
紀
後
半
に
町
人
地
、
一
九
世
紀
に
宿
場
町
や
村
落
地
と
、
出
土
分
布
が

広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
紅
化
粧
が

時
間
と
と
も
に
、
都
市
部
か
ら
郊
外
へ
、
ま
た
上
流
階
級
か
ら
庶
民
へ
と

普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
一
方
、
墓
跡
か
ら
の
出
土
例
の

多
く
が
子
ど
も
へ
の
副
葬
品
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
紅
猪
口
に
入
っ

た
紅
の
用
途
は
化
粧
用
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
事
例
か
ら

は
、
疱
瘡
の
予
防
や
感
染
時
、
歳
祝
い
等
の
通
過
儀
礼
時
の
魔
除
け
と
し

て
の
紅
の
役
割
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
不
明
瞭
で
あ
っ
た
近
世
に
お
け
る
化
粧
の

普
及
過
程
の
一
側
面
を
、
物
的
証
拠
に
基
づ
い
て
示
し
得
た
こ
と
が
本
研

究
の
成
果
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
北
海
道
浦
幌
町
の
ア
イ
ヌ
集
団
「
ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ

ョ
ン
」
に
よ
る
ア
イ
ヌ
遺
骨
と
副
葬
品
の
返
還
及
び
先
住
権
を
め
ぐ
る
諸

活
動
に
着
目
し
、
遺
骨
と
副
葬
品
の
収
集
・
保
管
・
活
用
・
返
還
を
め
ぐ

る
今
日
ま
で
の
経
緯
と
、
そ
の
中
で
の
ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
諸

活
動
を
纏
め
た
上
で
、
主
に
歴
史
実
践
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
十

分
に
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
見
逃
さ
れ
て
き
た
問
題
を
見

出
し
、
今
後
の
課
題
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
ア
イ
ヌ
遺
骨
と
副
葬
品
を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て

今
日
ま
で
の
動
向
を
整
理
し
た
。
日
本
国
政
府
は
「
先
住
民
族
の
権
利
に

関
す
る
国
連
宣
言
」
を
受
け
、
大
学
や
博
物
館
に
お
け
る
遺
骨
と
副
葬
品

の
保
管
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
返
還
の
た
め
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
た
。
ま
た
、
返
還
の
目
途
が
立
た
な
い
遺
骨
に
つ

い
て
は
民
族
共
生
象
徴
空
間
（
ウ
ポ
ポ
イ
）
を
建
設
し
、
そ
の
慰
霊
施
設

に
集
約
す
る
こ
と
と
し
た
。
学
術
団
体
も
、
遺
骨
と
副
葬
品
の
調
査
研
究

の
あ
り
方
に
関
す
る
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
開
催
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な

取
組
み
を
進
め
、
二
〇
一
九
年
に
は
「
ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す
る
研
究
倫
理

指
針
案
」
を
発
表
し
て
い
る
。
一
方
、
一
九
八
〇
年
か
ら
継
続
し
て
い
る

ア
イ
ヌ
に
よ
る
返
還
活
動
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
動
向
の
中
で
、
遺
骨

と
副
葬
品
の
返
還
や
保
管
に
関
す
る
考
え
や
取
組
み
が
地
域
や
集
団
毎
に

多
様
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

続
い
て
本
論
で
は
、
浦
幌
町
に
お
け
る
和
人
入
植
後
の
ア
イ
ヌ
の
生
活

の
様
子
、
そ
し
て
遺
骨
と
副
葬
品
が
ど
の
よ
う
に
収
集
・
保
管
・
活
用
さ

れ
て
き
た
の
か
を
纏
め
、
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
て
き
た
ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ

イ
シ
ョ
ン
の
遺
骨
副
葬
品
返
還
と
先
住
権
を
め
ぐ
る
諸
活
動
に
つ
い
て
、

そ
の
中
心
と
な
っ
た
人
物
の
語
り
を
軸
に
記
述
し
た
。
活
動
の
契
機
は
、

北
海
道
大
学
に
お
け
る
浦
幌
町
出
土
の
ア
イ
ヌ
人
骨
の
保
管
状
況
に
疑
問

を
感
じ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
浦
幌
ア
イ
ヌ
協
会
（
二
〇
二
〇
年
に

ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
改
称)

と
し
て
訴
訟
を
通
し
た
返
還
活
動

を
進
め
、
二
〇
一
七
～
二
〇
二
〇
年
に
返
還
を
実
現
し
た
。
ラ
ポ
ロ
ア
イ

ラ
ポ
ロ
ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
る
遺
骨
副
葬
品
返
還
と

先
住
権
を
め
ぐ
る
諸
活
動

―
歴
史
実
践
と
し
て
の
側
面
を
中
心
に
―

瀧
川　

奈
々
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ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
返
還
さ
れ
た
遺
骨
に
つ
い
て
は
再
埋
葬
、
副
葬
品
に

つ
い
て
は
浦
幌
町
立
博
物
館
へ
寄
贈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
返
還

に
よ
っ
て
終
息
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
サ
ケ
捕
獲
権
確
認
訴
訟
と
い
う
先

住
権
回
復
を
求
め
る
活
動
へ
展
開
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
ラ
ポ
ロ

ア
イ
ヌ
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
諸
活
動
は
、
保
苅
実
氏
の
「
歴
史
実
践
」
や
テ
ッ

サ
・
モ
ー
リ
ス=
ス
ズ
キ
氏
の
「
連
累
」
と
い
っ
た
概
念
を
用
い
れ
ば
、

過
去
と
の
連
累
に
対
す
る
意
識
に
基
づ
く
実
践
と
理
解
で
き
る
。

　

ア
イ
ヌ
の
遺
骨
と
副
葬
品
の
返
還
、
先
住
権
の
回
復
は
、
現
在
進
行
形

の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
国
政
府
、
学
術
団
体
、
ア
イ
ヌ
協
会
、

各
地
の
ア
イ
ヌ
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
実
践
的
推
論
の
積
み

重
ね
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
視
す
る
連
累
に
基
づ
い
て
問
題
解
決
を
目

指
し
て
き
た
が
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
存
在
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
認
識

し
た
上
で
「
ギ
ャ
ッ
プ
越
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

側
頭
筋
・
咬
筋
付
着
部
形
態
評
価
の

方
法
論
的
検
討
と
そ
の
応
用

―
都
内
出
土
の
江
戸
時
代
人
骨
を
対
象
に
―

森　

瑛
正

　

こ
れ
ま
で
骨
学
的
に
側
頭
線
の
観
察
が
行
わ
れ
、
そ
の
走
行
や
発
達
状

況
に
性
差
や
年
齢
差
、
時
代
差
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
や
側
頭
線
で
囲
ま

れ
た
面
積
に
も
性
差
や
年
齢
差
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
咀

嚼
力
の
強
弱
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
時
代
差
に
関
し
て
、

non-m
etric

な
側
頭
線
の
発
達
状
況
か
ら
推
測
さ
れ
た
咀
嚼
力
で
は
縄

文
時
代
人
で
最
も
強
く
、
古
墳
時
代
人
、
江
戸
時
代
人
、
現
代
人
の
順
に

弱
く
な
る
一
方
で
、m

etric

な
側
頭
筋
付
着
部
面
積
や
断
面
積
、
モ
ー

メ
ン
ト
を
考
慮
し
た
咀
嚼
力
で
は
鎌
倉
時
代
人
で
最
も
強
く
、
江
戸
時
代

人
、
縄
文
時
代
人
、
現
代
人
の
順
に
弱
く
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
結
果
の
差
違
に
つ
い
て
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
（K

ato,
1986;白

波
瀬

,2000

）。
ま
た
、
江
戸
時
代
人
の
咀
嚼
力
に
つ
い
て
も
こ

れ
ま
で
時
期
に
よ
る
比
較
、
身
分
の
違
い
と
結
び
つ
く
構
造
の
異
な
る
埋

葬
施
設
の
間
の
比
較
は
試
み
ら
れ
て
い
な
い
。

　

本
研
究
で
は
、
都
内
墓
地
遺
跡
出
土
の
江
戸
時
代
人
骨
一
七
二
（
男

性
：
一
〇
〇
、
女
性
：
七
二
）
個
体
を
対
象
に
、non-m

etric

な
性
別
・

年
齢
・
咬
合
支
持
域
・
側
頭
線
の
発
達
状
況
・
咬
耗
と
、m

etric

な
側

頭
筋
付
着
部
面
積
や
側
頭
窩
面
積
・
頬
骨
弓
断
面
積
と
の
関
連
の
検
討
を

行
っ
た
後
、
異
な
る
時
期
、
異
な
る
構
造
を
持
つ
埋
葬
施
設
に
被
葬
さ
れ

た
集
団
間
に
お
い
て
咀
嚼
力
の
異
同
を
確
認
し
た
。

　

変
数
に
は
西
原
（1990

）
に
お
け
る
側
頭
筋
付
着
部
面
積
や
近
似
し
た

側
頭
窩
面
積
な
ど
側
頭
筋
・
咬
筋
付
着
部
に
関
連
す
る
変
数
、
あ
る
い
は

藤
井
（2002

）
やT

unisetal.

（2018

）
な
ど
に
お
い
て
側
頭
筋
・
咬

筋
断
面
積
と
相
関
す
る
変
数
を
選
択
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
咀
嚼
力
、
側
頭
筋
・
咬
筋
付
着
部
に
関
す
る
変
数
の
中
に

は
、
有
意
な
性
差
や
年
齢
差
、
歯
の
残
存
度
を
示
すEichnerIndex

に

よ
る
差
の
存
在
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
近
似
し
た
頬
骨
弓
断
面
積
な
ど
の

変
数
に
お
い
て
側
頭
線
の
発
達
状
況
や
咬
耗
と
の
間
に
関
連
が
認
め
ら
れ
、



彙
　
報

）

八
五　
（
二
五
九

側
頭
線
が
発
達
し
た
個
体
、
咬
耗
が
進
行
し
た
個
体
ほ
ど
頬
骨
弓
が
太
く
、

側
頭
窩
が
深
く
な
る
傾
向
も
指
摘
で
き
た
。
し
か
し
、
側
頭
筋
付
着
部
面

積
は
側
頭
線
の
発
達
状
況
や
咬
耗
と
の
間
に
は
顕
著
な
関
連
は
認
め
ら
れ

な
い
一
方
で
、
頭
蓋
最
大
長
と
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
、
頭
形
の
影
響
を

受
け
や
す
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
咀
嚼
力
の

時
代
差
を
比
較
し
たK

ato

（1986

）
と
白
波
瀬
（2000

）
の
研
究
で
異

な
る
結
果
が
示
さ
れ
た
一
因
は
、
後
者
が
咀
嚼
筋
付
着
部
面
積
、
特
に
咀

嚼
筋
付
着
部
の
長
さ
を
考
慮
し
た
た
め
長
頭
の
傾
向
を
持
つ
と
さ
れ
る
中

世
人
骨
の
咀
嚼
力
を
過
大
評
価
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
時
期
差
の
検
討
か
ら
は
江
戸
市
中
に
は
男
女
の
別
な
く
一
七
世

紀
に
一
八
世
紀
以
降
よ
り
も
咀
嚼
力
の
強
い
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
様
子

が
窺
え
た
。
加
え
て
、
埋
葬
施
設
の
構
造
が
身
分
と
も
結
び
つ
く
一
八
世

紀
以
降
に
お
い
て
は
男
女
と
も
に
有
意
差
こ
そ
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、

概
し
て
町
人
が
主
体
を
占
め
る
円
形
木
棺
と
方
形
木
棺
に
埋
葬
さ
れ
た

人
々
が
武
家
を
主
体
と
す
る
甕
棺
を
伴
う
多
重
構
造
墓
の
被
葬
者
よ
り
強

い
咀
嚼
力
を
有
し
て
い
て
い
た
傾
向
も
認
め
ら
れ
た
。
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二
〇
二
一
年
度
卒
業
論
文
題
目

〔
日
本
史
学
専
攻
〕

日
本
古
代
の
地
震
災
害
に
お
け
る
災
異
思
想
の
受
容
度
の
変
遷



岩
渕　

大
和

メ
デ
ィ
ア
と
ス
ポ
ー
ツ
の
関
係

　

―
明
治
末
の
野
球
害
毒
論
争
か
ら
見
る
―

狩
野　

千
聖

平
安
時
代
に
お
け
る
朝
廷
で
の
茄
子
食
に
関
し
て

清
水　

栄
吾

幕
末
維
新
期
に
お
け
る
高
林
家
の
動
向

藤
井　

真
理

八
世
紀
東
北
支
配
に
お
け
る
鎮
狄
将
軍

飯
田　

聖
也

士
魂
商
才
と
企
業
家

　

―
明
治
期
の
四
人
の
企
業
家
―

伊
藤　

隆
成

摂
関
期
に
お
け
る
海
商
と
貴
族
の
関
係
に
つ
い
て

遠
藤　

瑞
樹

近
現
代
天
守
の
再
建
と
そ
の
歴
史

　

―「
復
興
天
守
」
を
中
心
に
―
太
田　

智
己

戦
時
期
切
符
制
度
下
に
お
け
る
衣
料
需
要

　

―
東
京
と
名
古
屋
―

奥
津　

由
佳

東
京
復
興
と
海
港
―
一
九
四
七
～
一
九
五
一
年
に
お
け
る
安
井
都

政
の
行
財
政
施
策
―

小
野　
　

峻

女
性
と
将
棋

　

―
江
戸
期
を
中
心
に
―

筧　
　

太
郎

戦
後
日
本
に
お
け
る
新
駅
周
辺
の
発
展
と
地
域
社
会
―
一
九
七
〇

年
代
埼
玉
県
越
谷
市
南
越
谷
地
区
の
事
例
―

数
又　
　

翼

律
令
制
成
立
以
前
の
地
方
支
配
者
と
倭
王
権
の
関
係

　

―
屯
倉
を
中
心
に
―

コ
ウ　

ホ
ウ
ウ

一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
教
育
活
動
と
財

政
運
営
―
立
教
学
院
の
事
例
―

佐
野　

紫
遥

八
・
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
孝
観
念
の
導
入
と
受
容

渋
谷　

咲
紀

壬
申
の
乱
開
戦
に
お
け
る
大
海
人
皇
子
の
計
画
性
と
乱
後
の
皇
位

継
承

末
吉　

将
大

西
園
寺
家
の
家
督
継
承
と
北
朝
天
皇

竹
内　
　

京

平
安
時
代
陰
陽
道
に
対
す
る
人
々
の
認
識

新
津　

裕
也

「
女
ら
し
さ
」
形
成
と
浸
透

藤
井　

葵
七

近
世
日
本
の
婚
姻
と
朝
幕
関
係

細
田　

弥
生

一
九
六
〇
年
代
の
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
ト
ー
ン
流
行
と
資
生
堂
宣
伝
部



堀
内　

菜
々

一
九
九
〇
年
代
中
葉
の
Ｈ
Ａ
Ａ
Ｒ
Ｔ
導
入
前
後
に
お
け
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ

感
染
者
の
人
生
観
―
テ
キ
ス
ト
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
る
個
人
ブ
ロ

グ
の
分
析
を
中
心
に
―

松
島　

萌
花

平
戸
地
方
の
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰

丸
山　

静
花

大
逆
罪
・
不
敬
罪
及
び
内
乱
罪
の
規
定
と
適
用
の
歴
史

宮
内　

亮
慧

日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
様
相
に
つ
い
て
―
日
本
人
キ
リ
シ

タ
ン
の
殉
教
動
機
と
日
本
人
の
宗
教
観
を
探
る
―

向
井　

美
桜

日
本
古
代
の
鬼
の
在
り
方

村
椿　
　

翼

古
代
の
貧
困
に
つ
い
て

　

―
出
生
と
貧
困
の
条
件
―

森
田　
　

栞

結
び
合
う
島
、
済
州
島
・
日
本
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七　
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六
一

　

―
想
い
は
想
像
の
共
同
体
を
越
え
て
―

吉
岡　

知
輝

〔
東
洋
史
学
専
攻
〕

オ
ス
マ
ン
帝
国
が
ト
ル
コ
食
文
化
に
与
え
た
影
響

吉
田　

舜
亮

植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
西
洋
画
導
入
期
の
女
性
表
象
―
一
九
二
〇
～

　

三
〇
年
代
朝
鮮
美
術
展
覧
会
西
洋
画
部
門
を
中
心
に
―

佐
藤
小
百
合

中
国
に
お
け
る
Ｂ
Ｌ
規
制
と
同
性
愛
表
象
の
変
化

　

―
二
〇
一
六
年
の
Ｂ
Ｌ
ウ
ェ
ブ
ド
ラ
マ
規
制
前
後
の
表
象
比
較

　
　

を
中
心
に
―

白
濱　

寧
々

日
本
人
の
植
民
地
朝
鮮
金
剛
山
へ
の
観
光
の
ま
な
ざ
し

　

―
日
本
人
旅
行
記
を
中
心
に
―

高
井　

真
衣

東
晋
代
の
士
大
夫
層
に
お
け
る
仏
教
受
容
、
及
び
「
空
」
理
解
に

つ
い
て

中
山　

雄
太

ハ
ン
マ
ー
ム
の
信
仰
性
と
非
信
仰
性

北
條　

弘
樹

ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ
ナ
の
政
治
思
想

　

―「SelectedSpeechesandW
ritings

」
を
中
心
に
―
水
野
み
な
も

民
国
期
の
文
明
戯
劇
団

　

―『
家
庭
恩
怨
記
』に
関
す
る『
申
報
』劇
評
を
中
心
に
―

村
上
奈
々
子

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
共
同
体
―
成
立
か
ら
一

　

八
六
三
年
ア
ル
メ
ニ
ア
・
ミ
ッ
レ
ト
憲
法
の
公
布
ま
で
―

秋
田
谷　

駿

長
崎
華
僑
の
民
族
性
の
継
承

　

―
新
地
中
華
街
を
中
心
に
―

石
井　

伽
奈

現
代
ト
ル
コ
の
男
性
同
性
愛
者

　

―
歴
史
的
背
景
と
活
動
を
中
心
に
―

伊
藤　
　

舞

第
一
次
イ
ン
テ
ィ
フ
ァ
ー
ダ
ま
で
の
イ
ス
ラ
エ
ル
占
領
下
に
お
け

　

る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ブ
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成

川
野　

春
花

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
前
期
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
と
非
ア
ラ
ブ
の
関
係

　

―
イ
ブ
ン
・
ク
タ
イ
バ
『
ア
ラ
ブ
の
書
』
か
ら
―

小
泉　
　

蘭

イ
ラ
ン
革
命
の
イ
ス
ラ
ー
ム
性

　

―「
法
学
者
の
統
治
」
確
立
ま
で
―

小
村　

優
菜

北
米
に
お
け
る
マ
フ
ジ
ャ
ル
文
学
の
形
成
に
み
る
ア
ラ
ブ
・
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
―
ジ
ュ
ブ
ラ
ー
ン
の
事
例
―

齋
藤　

玲
雄

一
九
二
〇
年
代
植
民
地
朝
鮮
の
文
字
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

―
朴
勝
彬
を
中
心
に
―

島
田　

萌
花

ソ
連
後
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
政
策

清
和　

鴻
仁

ニ
ザ
ー
ム
・
ジ
ェ
デ
ィ
ー
ド
改
革
期
の
中
央
政
府
と
ア
ー
ヤ
ー
ン

の
関
係
性

高
木
虎
之
介

オ
ス
マ
ン
帝
国
末
期
に
お
け
る
家
族
法
（
一
九
一
七
年
）

中
森
あ
す
菜

ト
ゥ
グ
ラ
と
ト
ゥ
グ
ラ
装
飾

―
一
八
世
紀
オ
ス
マ
ン
帝
国
ス
ル
タ
ン
ア
フ
メ
ト
三
世
の
ト
ゥ

グ
ラ
か
ら
見
る
装
飾
文
様
の
特
徴
―

西
村　

美
海

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ム
ス
リ
ム
移
民
の
関
係
性

　

―
フ
ラ
ン
ス
を
例
に
挙
げ
て
―

村
山　

直
人

近
代
オ
ス
マ
ン
帝
国
・
ト
ル
コ
共
和
国
初
期
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン

語
の
改
革
と
変
容

山
村　

優
佳

新
女
性
・
朴
仁
徳
に
お
け
る
女
子
教
育
観
の
形
成
と
そ
の
実
現
過

程
に
関
す
る
考
察
―「
親
日
」
派
転
換
前
後
の
経
験
と
の
連
関

に
着
目
し
て
―

渡
邊
真
理
恵
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〔
西
洋
史
学
専
攻
〕

二
〇
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
―
ペ
ロ
ニ
ス
タ
と
反
ペ
ロ
ニ
ス
タ
の
経
済
政
策

を
中
心
に
―

金
ヒ
ヨ
ン
ソ
ク

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
お
け
る
宗
教
政
策
―
ヨ
ー
ゼ
フ
二
世
の
宗

教
寛
容
政
策
を
到
達
点
と
し
て
―

安
孫
子　

稜

近
世
ケ
ル
ン
市
に
お
け
る
寡
頭
政
治
化
の
包
括
的
分
析



池
田
才
哉
ユ
リ
ア
ン

中
世
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
修
道
院
的
性
質
の
減
退

に
つ
い
て

樋
口　
　

翼

戦
間
期
の
ロ
ン
ド
ン
労
働
者
階
級
に
お
け
る
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
普

及
―
労
働
者
階
級
、
中
産
階
級
、
国
家
に
と
っ
て
の
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
比
較
か
ら
―

吉
村　

純
哉

ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
絵
画
に
み
る
民
衆
文
化

石
井　

沙
依

三
十
年
戦
争
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
傭
兵
の
社
会
と
文
化
―
封
建
社

会
と
絶
対
主
義
国
家
の
狭
間
で
形
成
さ
れ
た
独
自
の
文
化
に
つ

い
て
―

植
村　

奏
子

古
典
期
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
信
仰
の
あ
り
方

　

―
民
主
政
発
展
に
伴
う
身
分
の
違
い
に
注
目
し
て
―

坂
上　

小
雪

ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
―
デ
ザ
イ
ン
史
の
草
創
と
な

っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
思
想
―

関
口　
　

匠

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
期
ロ
ン
ド
ン
の
社
会
改
良
家
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
・

ヒ
ル
の
住
宅
改
良
運
動
―
サ
ザ
ー
ク
の
実
例
か
ら
―

高
橋　

宏
和

古
代
ロ
ー
マ
時
代
に
お
け
る
化
粧
文
化
と
男
た
ち

星
崎　

汐
里

一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ワ
イ
ン
を
め
ぐ
る
議
論



青
木　

秀
興

ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
「
帝
国
」
に
関
す
る
言
説
と
「
二
重

思
考
」―
Ｂ
Ｂ
Ｃ
勤
務
時
（
一
九
四
一
年
～
一
九
四
三
年
）
の

活
動
を
通
し
て
―

厚
澤　

睦
美

ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
中
国
外
交
と
「
国
益
」―
対
中
国
国
交
正
常
化

　

交
渉
に
お
け
る
ニ
ク
ソ
ン
と
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
戦
略
―

石
井
悠
太
郎

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
期
に
お
け
る
ソ
連
人
強
制
労
働
者

　

―
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
四
年
を
中
心
に
―

伊
藤　

美
沙

古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
期
に
お
け
る
首
都
ロ
ー

マ
の
社
会
秩
序

伊
藤　
　

結

エ
フ
ィ
ア
ル
テ
ス
の
改
革

　

―
対
外
的
な
側
面
か
ら
の
考
察
―

今
泉　

悠
介

第
一
共
和
政
時
代
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
コ
ー
ヒ
ー
産
業
と
コ
ー

ヒ
ー
・
エ
リ
ー
ト
の
実
態
―
サ
ン
パ
ウ
ロ
の
プ
ラ
ド
家
の
実
例

か
ら
―

上
木　

小
春

植
民
地
期
ペ
ル
ー
に
お
け
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
デ
・
ト
レ
ド
副
王

（
在
位
：
一
五
六
九
～
八
一
）
の
改
革
と
一
七
世
紀
に
お
け
る

共
同
体
を
離
れ
た
イ
ン
デ
ィ
オ
の
動
向

榎
本　

大
輝

画
家
ル
ー
カ
ス
・
ク
ラ
ー
ナ
ハ
の
支
え
た
宗
教
改
革

　

―
生
涯
と
作
品
を
通
じ
て
―

大
塚　

愛
恵

ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
第
一
次
世
界
大
戦
の
存
在
と
「
記
憶
の
場
」



大
橋
夏
佑
花

イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
移
民
―
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
民
と
近
代
イ
ギ



彙
　
報

）

八
九　
（
二
六
三

リ
ス
の
階
級
社
会
―

岡
田　

真
也

一
六
～
一
八
世
紀
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
食
文
化
の
発
展
と
そ
の
変

遷

加
藤　

瑞
希

一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
主
権
国
家
の
成
立
と
そ
の
過
程



北
見
真
由
子

ゲ
ッ
ベ
ル
ス
と
映
画

軍
司　

歩
人

一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
工
業
化
に
お
け
る
ベ
ル
リ
ン
の
住
宅
改

革
構
想

小
泉　

彩
芽

バ
ー
ト
・
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
―
ド
イ
ツ
人
イ
メ
ー
ジ
改
善

と
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
へ
の
貢
献
―

小
嶋　

俊
輔

『
Ｍ
Ｌ
Ｂ
へ
の
黒
人
選
手
の
進
出
』

　

―
ブ
ラ
ン
チ
・
リ
ッ
キ
ー
の
事
例
よ
り
―

佐
藤　

太
郎

ル
イ
一
五
世
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
・
政
治
史

清
水　

遥
登

ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制

竹
内　

一
磨

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
の
対
外
政
策
お
よ
び
ブ
リ
テ
ン
帝
国
の
変
容


中
川　
　

翼

帝
政
期
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
食
肉
と
階
級
の
関
係
性
に
つ
い
て



中
西　

美
結

世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人

中
村　

篤
志

ル
イ
一
四
世
の
対
外
戦
争
と
そ
の
影
響

中
渡
瀬　

裕

ロ
ー
マ
帝
政
前
期
の
地
方
有
力
者
に
と
っ
て
の
噴
水
の
意
義

　

―
エ
フ
ェ
ソ
ス
に
あ
る
二
つ
の
噴
水
を
例
に
と
っ
て
―

南
里
の
ぞ
み

キ
リ
ス
ト
教
躍
進
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
善
と
司
教
の
役
割



野
口　

達
矢

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
の
啓
蒙
絶
対
君
主
像

馬
場　

遼
太

一
八
世
紀
マ
ド
リ
ー
ド
に
お
け
る
パ
ン
及
び
穀
物
の
供
給

本
田
真
実
子

ブ
ル
ボ
ン
朝
期
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿

　

―
ル
イ
一
四
世
の
時
代
を
中
心
に
―

森
江　

碧
乃

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
ロ
ペ
ス
・
ブ
ル
（
一
八
五
三
～
一
九
二
五
）
の

人
物
像
―
企
業
家
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ガ
ウ
デ
ィ
の
パ

ト
ロ
ン
と
し
て
―

山
本　

夢
乃

「
名
誉
」
と
「
恩
寵
」―

二
つ
の
理
念
を
通
し
て
見
る
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
の
統
治
―

李　
　

彦
博

『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
優
生
思
想
の
光
と
陰
』

　

―
精
神
薄
弱
者
に
対
す
る
強
制
断
種
を
中
心
と
し
て
―

渡
辺　

百
夏

〔
民
族
学
考
古
学
専
攻
〕

江
南
踏
査
入
手
軒
丸
瓦
群
の
性
格
に
つ
い
て

足
立　

唯
菜

近
世
江
戸
狛
犬
の
成
立
と
発
展
に
関
す
る
研
究

　

―
江
戸
市
中
と
周
辺
地
域
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
―

荒
木　
　

華

近
世
上
野
国
に
お
け
る
石
造
道
祖
神
の
成
立
と
展
開
過
程

　

―
像
形
と
碑
形
を
も
と
に
―

飯
田　
　

晃

村
上
海
賊
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
に
つ
い
て

石
井　

崇
文

鴻
ノ
巣
貝
塚
出
土
土
器
群
を
対
象
と
し
た
土
器
圧
痕
調
査

伊
藤　

広
修

宗
教
に
関
わ
る
漫
画
作
品
と
宗
教
観
の
関
係

井
上　
　

倫

三
輪
山
を
巡
る
信
仰
空
間
の
構
成

浦　

菜
乃
華

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
ハ
ッ
ダ
遺
跡
出
土
の
ス
ト
ゥ
ッ
コ
及
び
テ
ラ

コ
ッ
タ
製
人
物
像
研
究

大
村　

領
雅



史
　
　
　
学
　
第
九
一
巻
　
第
三
号

）

九
〇　
（
二
六
四

服
飾
か
ら
見
る
関
東
地
方
の
女
子
埴
輪

　

―
袈
裟
状
衣
を
中
心
に
―

小
田　

安
珠

サ
ン
タ
・
ム
エ
ル
テ
信
仰
の
展
開
過
程

　

―
サ
ン
タ
・
ム
エ
ル
テ
像
の
物
性
分
析
を
通
し
て
―

勝
沼　

若
奈

日
本
の
城
郭
に
お
け
る
三
次
元
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
活
用



加
藤
海
慎
一
郎

イ
ギ
リ
ス
・
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
お
け
る
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
数
の

変
遷

神　

菖
太
朗

「
擬
洋
風
建
築
」
に
つ
い
て

　

―
幕
末
～
明
治
時
代
初
期
を
対
象
に
―

駒
崎
美
理
亜

佐
倉
城
址
・
空
間
の
名
残
と
活
用

佐
久
間
勇
斗

豊
臣
政
権
下
の
大
名
の
桐
紋
瓦
の
採
用
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の

考
古
学
的
研
究

澤
端　

謙
太

東
日
本
縄
文
時
代
に
お
け
る
土
製
仮
面
の
成
立
展
開
過
程
と
背
景

に
つ
い
て
―
遺
跡
の
分
布
・
生
業
活
動
・
祭
祀
埋
葬
と
の
関
連

か
ら
―
白
木　
　

藍

地
名
か
ら
み
る
村
落
の
空
間
特
性

　

―
群
馬
県
吾
妻
郡
嬬
恋
村
の
事
例
を
も
と
に
―

信
清　

清
通

近
世
人
骨
に
お
け
る
四
肢
骨
形
態
評
価
法
の
検
討

高
橋　

郁
実

宮
古
島
の
湧
水
や
井
戸
の
現
状
と
、
今
を
生
き
る
島
民
と
の
関
係
性



高
橋　

俊
輔

白
川
郷
に
お
け
る
景
観
と
生
活
の
両
立

辻
井　

亮
太

江
戸
市
中
民
に
お
け
る
距
骨
及
び
脛
骨
の
「
蹲
踞
面
」

直
井　

瑠
汰

プ
カ
プ
カ
島
に
お
け
る
初
期
居
住

　

―
多
様
な
海
洋
資
源
の
利
用
例
か
ら
―

中
澤　

貫
司

南
太
平
洋
に
お
け
る
日
本
人
に
よ
る
真
珠
貝
産
業
の
展
開
と
日
本

の
貝
ボ
タ
ン
産
業
史

中
村　
　

花

薬
物
乱
用
防
止
ポ
ス
タ
ー
の
変
遷
か
ら
み
る
日
本
の
薬
物
問
題



長
谷
川
達
也

弥
生
時
代
に
お
け
る
「
土
笛
」
の
形
態
分
析
と
地
域
間
比
較



畑
中
乃
咲
佳

古
代
～
近
世
北
方
世
界
に
お
け
る
鷲
羽
交
易

　

―
考
古
学
的
視
点
か
ら
の
検
討
―

原　
　

健
太

自
動
車
情
報
誌
「
ベ
ス
ト
カ
ー
」
の
変
化
か
ら
考
察
す
る
自
動
車

広
告
の
歴
史

原
田　

大
吾

旧
鹿
児
島
藩
領
に
の
こ
る
仏
た
ち
の
現
在

　

―
廃
仏
毀
釈
か
ら
一
五
〇
年
を
経
て
―

肥
後
な
な
み

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
お
け
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
外
交
政
策
と
排
日

運
動
の
有
無
の
関
係
性
―
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
排
日

運
動
と
比
較
し
て
―

古
澤　

鑑
実

古
代
都
城
出
土
木
製
人
形
の
形
態
変
遷
と
使
用
法
に
つ
い
て
の
研
究



古
屋　

美
貴

男
性
の
化
粧
行
為
か
ら
見
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
の
変
化

寳
谷　
　

純

足
尾
銅
山
社
宅
街
に
お
け
る
生
活
文
化

松
本　

拓
武

民
俗
誌
の
利
用
可
能
性
と
そ
の
諸
課
題
に
つ
い
て
の
検
討

　

―
岡
山
県
の
ミ
コ
神
信
仰
の
事
例
を
通
じ
て
―

宮
本　

皓
平

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
か
ら
見
る
シ
リ
ア
文
化
財
の
現
況
と
世
界
か
ら
の

ま
な
ざ
し

山
口　

舞
桜



彙
　
報

）

九
一　
（
二
六
五

北
武
蔵
地
域
に
お
け
る
出
雲
系
横
穴
墓
の
出
現
と
展
開

山
﨑　

俊
典

第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
争
死
者
関
連
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
か
ら

見
る
「
戦
争
死
者
慰
霊
」

吉
田　

未
奈


